
規

則 

埼
玉
県
立
武
道
館
管
理
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
武
道
館
管
理
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
埼
玉
県
立
武
道
館
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
六
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
立
武
道
館
（
以
下
「
武

道
館
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
利
用
等
の
許
可
手
続
） 

第
二
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
、
占

用
で
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
利
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
月
前
の
日
（
次
項
に

お
い
て
「
受
付
開
始
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
利
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
日
前
ま
で
の

間
に
、
様
式
第
一
号
の
許
可
申
請
書
を
知
事
（
条
例
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理

者
に
武
道
館
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
。
次
項
及

び
第
三
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
に
係
る
事

項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
利
用
の
許
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
付
開
始
日
前
に
許
可
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
、
占
用
以

外
で
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
様
式
第
二
号
の
利
用
申
請
簿
に
、
氏
名
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
記
入
し
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
に
係
る
申
請
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
変
更
の
許
可
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
号
の
許
可
書
を
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
変
更
の
許
可
に
あ
っ
て
は
様
式
第
四
号
の
利
用
券
を
交
付
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。 

 

（
特
別
の
設
備
等
の
承
認
） 

第
三
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該
施
設
等
に
特
別

の
設
備
を
し
、
又
は
備
付
け
の
物
品
以
外
の
物
品
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
附
属
設
備
を
利
用
す
る
場
合
の
額
） 

第
四
条 

条
例
別
表
第
四
号
の
知
事
が
別
に
定
め
る
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 



   
（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
） 

第
五
条 
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
知
事
が
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
様
式

第
五
号
の
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類 

 

二 

知
事
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
、
正
味
財
産
増
減
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
及

び
財
産
目
録
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類 

 

三 

知
事
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書

類 

 

四 

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

 

五 

条
例
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た

書
類 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

（
利
用
料
金
の
承
認
申
請
） 

第
六
条 

指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
に
つ
い
て
知
事

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
六
号
の
利
用
料
金
承
認
申
請
書
を
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
納
期
限
） 

第
七
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
利
用
料
金
の
納
期
限
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
、
指
定
管

理
者
が
定
め
る
。 

 

（
利
用
料
金
の
減
免
申
請
） 

第
八
条 

指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
二
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
三
条
の
規

定
に
よ
り
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

様
式
第
七
号
の
利
用
料
金
減
額
（
免
除
）
承
認
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
九
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
日
は
、
利
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
前
三
十
日
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
二
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
利
用

の
許
可
の
取
消
し
の
申
出
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す

る
許
可
書
を
添
え
て
指
定
管
理
者
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
そ
の
他
） 

第
十
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
武
道
館
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が

 

放
送
設
備 

区
分 

 

一
回 

単
位 

一
、
〇
二
〇 

金
額
（
円
） 

 



別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
埼
玉
県
立
武
道
館
管
理
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第 

 

号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
埼
玉
県
立
武
道
館
管
理
規
則
（
昭
和
五

十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
り
し
た
許
可
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
し
た
許
可
そ
の
他
の
行

為
と
み
な
す
。 

３ 

旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 


